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(６) 環境教育 

６－１）日本における環境教育･自然保護教育 

 

ａ）環境教育･自然保護教育 

 戦後の高度経済成長や国土の開発の進行などにより、日本の豊かで多様な自然は減少し、特に都市部では身近な自

然の消滅や質の低下が著しくなっている。過去の豊かな自然を生活の場で体験している大人と異なり、現代の子供は

このような都市化され自然が少なくなった生活環境の中で身近な自然とふれあう場が少なくなっただけでなく、塾や

課外活動などに追われた余裕のない生活を強いられていることもあり、本物の自然を五感を通じてふれあう体験が少

なくなっている。 

 環境教育の定義は、「人間と環境とのかかわりについて理解と認識を深め、責任ある行動が取れるよう国民の学習

を推進すること」である。この点は教育分野において単に自然認識や社会認識を目的としている理科や社会の教育と

は基本的に異なっている。 

 自然保護教育は、環境教育の基礎となる自然の体験的な教育であり、自然とのふれあい活動や自然保護活動を通じ、

幼児から中高年に至るまでの人間の成長過程に応じ、人間の思考や行動の基礎となる自然体験を通じて、自然に対す

る感性、自然科学の知識や技術などを、指導者の意図的な方向づけによって習得できるように体系付けられたシステ

ムをいう。 

 子供に自然保護教育を行う上で重要なことは、大人が意図的に押し付けるのではなく、個々の子供の個性や興味に

任せて、美しいもの、目新しいもの、心踊るもの、楽しいものなどとふれあう機会をたくさん作り提供することであ

る。特に幼児期･児童期においては、自然とのふれあいの機会をより多く持たせ、子供の新鮮な感受性を刺激し、

様々な発見の中から好奇心を育て、創造力の育成基礎を作ることが必要である。 

 そのためには、なるべく野外での活動を増やすことが必要であり、近年流行の自然との原体験の基礎のない視聴覚

機器のみを使用した自然保護教育では、その効果はあまり期待できない。就学前から小学校低学年までの時期におけ

る多様な自然とのふれあいによる自然原体験の積み重ねは、自然保護教育において極めて重要である。子供の関心と

体験を軸にして、問題解決のための課題や方法を見出す能力を育て、自然環境の保全などに主体的に働きかける態度

や行動力を育てていくことが必要である。 

 

ｂ）学校における自然保護教育 

 自然保護に関する教育は、学校教育においては、特別な教科や領域としては設定されておらず、社会･理科等の各

教科、道徳及び特別活動のそれぞれの指導を通じて、児童生徒の発達段階に応じて行われることになっている。 

 学校における自然保護に関する教育は、教育過程の基準として文部省が告示した学校指導要領に基づき、各学校に

おいて地域や学校の実態に応じ、各教科等を通じた教育計画の作成、教材や指導方法等についての様々な創意工夫が

なされることが期待されている。 
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(６) 環境教育 

６－２）様々な取組 

６－２－１）学校、自然公園、天然記念物、こどもエコクラブ等 

 

ａ）生物多様性条約に関する普及啓発 

 「生物多様性条約」の発効日にちなんで国際連合が提唱している「国際生物多様性の日」（12月29日）を記念し

たシンポジウムの開催や各種広報資料の作成配布等により、「生物多様性条約」の趣旨及び生物多様性の保全と持続

可能な利用の重要性や国民一人ひとりの取組の必要性等についての普及啓発が行われている。 

 

ｂ）学校教育における取組 

 学校教育においては、従来から、小・中・高等学校を通じて、主に理科を中心に児童生徒の発達段階に応じて、植

物や動物の生活と種類、生物のつながり等生物多様性やその保全の重要性等について指導してきている。現行の学習

指導要領においても、さらに内容の充実を図っており、学校においては、身近な植物や動物の観察や実験、豊かな自

然での体験学習等を通じて生物の仕組みや多様性等についての理解を深めるような取組が行われており、今後ともそ

の充実が図られるよう努める。高等教育においても、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する取組が行われてお

り、今後ともその充実について配慮がなされるよう努める。 

 

ｃ）社会教育における取組 

 社会教育においても、自然観察会等の体験的学習や自然環境の保全に関する講座の開設、自然とのふれあいの場と

しての社会教育施設の整備等生物多様性の保全等の理解と認識を深めるような取組が行われており、今後ともその充

実が図られることが必要である。その際、動物園、博物館等の施設の活用に留意する。 

 

ｄ）環境の日 

 「環境基本法」に基づき定められた「環境の日」（６月５日）を中心として地方公共団体、民間団体等と協力して

様々な行事を展開するとともに、様々な情報媒体を活用し、生物多様性の保全を含む環境保全に関する広報を行って

いる。 

 

ｅ）身近な生きもの調査 

 自然環境保全基礎調査の一環として、国民の協力を得て実施している「身近な生きもの調査」は、全国的な生物の

分布状況の把握に役立つばかりでなく、生物多様性に関する普及啓発活動としても位置づけることができるものであ

り、今度とも継続して実施する。 

 

ｆ）こどもエコクラブ 

 環境への負荷の少ない持続可能な社会を構築するため、次世代を担う子供たちが、地域の中で仲間と一緒に主体的

に地域環境、地球環境に関する学習や具体的な取組・活動を展開できるよう支援するために「こどもエコクラブ事

業」を実施しており、その活動の一環として、自然と人間との関係についての理解を取り上げている。 
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ｇ）自然公園における取組 

 自然公園内のビジターセンター等において、自然観察会等の行事を実施し、自然に親しみ、自然の仕組みを知るこ

とを通じて、自然環境の保全や生物多様性の保全の重要性等について広く普及啓発を図っている。 

 

ｈ）天然記念物活用施設 

 各地で大切に保存されてきた一級の自然である天然記念物に触れ、親しみ、その成り立ちや地域社会での存在意義

等について理解を深めることは、学校教育や社会教育における環境教育に絶好の教材供与となるはずであり、自然環

境とその保護についての普及啓発の機会ともなることに配慮した天然記念物活用施設の整備（愛称：エコ・ミューゼ

アム事業）を推進することとしている。 

 

ｉ）「みどりの日」（４月２９日）、「みどりの週間」（４月２３日～４月２９日）を中心に、国民各層が参加する

緑化活動や緑の募金運動、自然観察会等を全国的に展開している。 

 

ｊ）緑の少年団等 

 次世代を担う青少年に森林や野鳥に親しむ機会を与え、郊外における団体教育によって、規律ある生活の中で緑化

思想と森林・林業に関する基礎知識を年齢に応じて身に付け、緑を愛する豊かな人間性と、健康で明るい社会人に育

てることを目的に結成された「緑の少年団」の活動を助成するほか、児童・生徒の自然観察、森林・林業の学習等の

緑化活動の場としての学校林の整備・活用計画の策定等を実施する。 
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（６) 環境教育 

６－２）様々な取組 

６－２－２）国有林における取組 

 

 国有林においては、長年にわたって森林を管理してきた経験と技術、全国にまたがる充実した組織と施設があり、

これらを有効に活用した普及啓発活動を推進することによって、森林における生物多様性の保全及び持続可能な利用

の重要性に関する理解の促進に一層貢献していくこととする。 

例えば、国有林では、次のような活動・事業を展開していく。 

 

ａ）森林レクリエーションや企業のセミナー、研修会等の機会を活用し、さらには社会教育・学校教育とも連携した 

  各種イベントの開催等を通じて、森林・林業に関する情報を積極的に提供していく。また、これらの機会に、森 

  林・林業に関する知識や技術を有する職員を森林のインストラクターとしていく。 

 

ｂ）森林に接する機会の少ない都市住民等を対象に、林産物の販売、森林・林業に関する情報の提供等を行う「森林 

  の市」等を開催していく。 

 

ｃ）都市住民等が森林浴、体験林業、森林・林業教室等のイベントを通じて、森林・林業や自然に対する理解を深め 

  ることができるよう、「森林ふれあい推進事業（森林倶楽部）」を実施していく。 

 

ｄ）自然景観が優れ、野外スポーツ等に適した国有林野において、自然とのふれあいの場、青少年の教育の場等を総 

  合的に整備し、これらの施設を拠点に森林・林業に関する啓蒙普及活動を展開する「森林空間総合利用整備事業 

  （ヒューマン・グリーン・プラン）」を実施していく。 

 

ｅ）野外学習活動等に適した国有林野において、広く青少年教育や生涯学習等の場としての利用に供されるよう教 

  育・研究施設、森林・林業体験のできる森林等を総合的に整備する「森林の学校総合整備事業」を推進していく。 

 

ｆ）「森林生態系保護地域」の保全利用地区（バッファーゾーン）においては、原生的な森林の中で森林の働きと森 

  林との接し方を学ぶ機会を提供することを目的として、自然観察路、休憩施設、案内板等の教育用施設を整備す 

  るとともに、パンフレット等の学習用資料を配布して積極的な啓蒙普及に努める「森林生態系保護地域バッファ 

  ーゾーン整備事業」を実施していく。 
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